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１ 条例改正の趣旨  

マイナンバーの「通知カード」及び「個人番号カード」を再交

付する際に徴収する手数料について定めることです。 

 

 
△ マ イ ナ ン バ ー の 広 報 用 ロ ゴ マ ー ク 「 マ イ ナ ち ゃ ん 」  

 
  平成２７年１０月５日、「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（通称マイナンバー法）」が施

行されます。  
 

  平成 ２７ 年１ ０ 月か ら、 住民 票 を有 する 全て の 方に 、マ イナ

ンバーを通知するための「通知カード」が郵送されます。  
  平成 ２８ 年１ 月 から 、本 人の 申 し出 に基 づき 、 顔写 真の 付い

た「個人番号カード」の交付が始まります。  
  通知 カー ドや 個 人番 号カ ード を 再交 付す る場 合 の手 続き は、

市区町村の窓口で行います。  
 

各 カ ー ド の 初 回 交 付 手 数 料 は 国 が 費 用 を 負 担 す る た め 無 料 と し

ますが、滅失、盗難等の理由により、再交付する際の手数料につい

ては国の負担はないため、受益者負担の考え方により有料といたし

ます。  
このため、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料につい

て定める必要があることから、流山市手数料条例を改めるものです。 
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２ 再交付手数料と算定根拠  

 個人番号カード及び通知カードの再交付手数料は、総務省の示す

基準額に基づき設定しています。 

 
（１）手数料（案）  

 
  通知カード再交付手数料 

５００円／枚  
 

  個人番号カード再交付手数料 

８００円／枚  
 
（２）手数料の算定根拠  

 
  総務省の示す基準額に基づいています。  
 平 成２ ７ 年 ４ 月 １ ７日 付 け 総 務 省 事務 連 絡 「 通 知 カー ド 及

び 個 人番 号 カ ー ド の 再交 付 手 数 料 の 取扱 い に つ い て 」に お い

て、上記の金額が基準額として示されています。  
 
（ 事 務 連 絡 抜 粋 ）  
～ 中 略 ～  
通 知 カ ー ド 及 び 個 人 番 号 カ ー ド の 再 交 付 手 数 料 相 当 経 費 に つ

い て は 、そ れ ぞ れ の 原 紙・ICカ ー ド の 購 入 原 価 等 を 考 慮 し 、通

知 カ ー ド は 500円 、 個 人 番 号 カ ー ド は 800円 と な り ま す 。  
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＜参考＞ 

  近隣自治体の方針 

 

項 目  柏 市  
我 孫 子

市  
松 戸 市  野 田 市  

流 山 市

（ 案 ）  

通 知 カ ー ド  

再 交 付 手 数 料  
500円  500円  500円  500円  500円  

個 人 番 号 カ ー ド  

再 交 付 手 数 料  
800円  800円  800円  800円  800円  

△ 平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ５ 日 ヒ ア リ ン グ 調 査 結 果  

 
３ 住基カードの取扱いについて  

 
  個 人 番号 カ ー ド の 運 用開 始 に 伴 い 、 従来 の 住 基 カ ー ドの 交 付

を終了します。 

 現在の住基カードの交付（再交付）手続きは平成２７年１２

月２８日をもって終了します。これは、個人番号カードが、住

基 カ ード に 代 わ る も ので あ り 、 住 基 カー ド が 有 す る 身分 証 と

しての機能や公的個人認証の機能を含んでいるためです。 

 ただし、住基カードは、有効期間の満了まで引き続き利用す

ることができます。  
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４ 各カードの取扱い  

 
 通 知 カ ー ド  

H27.10～ 交 付 開 始  

個 人 番 号 カ ー ド  

H28.01～ 交 付 開 始  

住 民 基 本 台 帳 カ ー ド  

～ H27.12交 付 終 了  

様   式  

   

券 面 情 報  基 本 ４ 情 報 ※ 1、 マ イ ナ ン バ ー  表 面 ： 基 本 ４ 情 報
※ 1、 顔 写 真  

裏 面 ： マ イ ナ ン バ ー  
基 本 ４ 情 報 ※ 1  
顔 写 真 （ 希 望 者 の み ）  

初 回 交 付  

申  

請  

 ■ 方 法 １ ： 申 請 時 に 来 庁 す る 場 合  

市 の 窓 口 で 申 請 す る 方 の 本 人

確 認 ※ 3 を 行 っ た 後 、交 付 申 請 書

（ 顔 写 真 貼 付 ） を 提 出 す る 。  
 
■ 方 法 ２ ： 交 付 時 に 来 庁 す る 場 合  

通 知 カ ー ド に 同 封 さ れ る 交 付

申 請 書（ 顔 写 真 貼 付 ）を J - L I S※ 2

に 送 付 す る 。  
 

市 の 窓 口 で 申 請 す る 方 の 本 人 確

認 ※ 3 を 行 っ た 後 、 交 付 申 請 書

（ 顔 写 真 貼 付 ） を 提 出 す る 。  

交  

付  

J - L I S ※ 2 か ら 簡 易 書 留 で 郵 送

さ れ る （ 来 庁 の 必 要 な し ）。  
■ 方 法 １ ： 申 請 時 に 来 庁 す る 場 合  

市 か ら カ ー ド が 郵 送 さ れ る 。  
 
■ 方 法 ２ ： 交 付 時 に 来 庁 す る 場 合  

①  市 か ら 交 付 通 知 書 が 郵 送 さ
れ る 。  

②  市 の 窓 口 で 交 付 を 受 け る 方
の 本 人 確 認 ※ 3 を 行 っ た 後 、

カ ー ド が 交 付 さ れ る 。  
 

①  市 か ら 交 付 通 知 書 が 郵 送 さ
れ る 。  

②  市 の 窓 口 で 交 付 を 受 け る 方
の 本 人 確 認 ※ 3 を 行 っ た 後 、カ

ー ド が 交 付 さ れ る 。  

再 交 付  

（ 想 定 ）  

申  

請  

①  市 の 窓 口 で 申 請 す る 方 の
本 人 確 認 ※ 3 を 行 っ た 後 、交

付 申 請 書 を 受 け 取 る 。  
②  交 付 申 請 書 を J - L I S※ 2 に 送

付 す る 。  
 

①  市 の 窓 口 で 申 請 す る 方 の 本
人 確 認 ※ 3 を 行 っ た 後 、 交 付

申 請 書 を 受 け 取 る 。  
②  交 付 申 請 書（ 顔 写 真 貼 付 ）を J -

L I S※ 2 に 送 付 す る 。  
 

（ 初 回 交 付 と 同 じ ）  

交  

付  

①  市 か ら 交 付 通 知 書 が 郵 送
さ れ る 。  

②  市 の 窓 口 で 交 付 を 受 け る
方 の 本 人 確 認 ※ 3 を 行 っ た

後 、 カ ー ド が 交 付 さ れ る 。  
 

①  市 か ら 交 付 通 知 書 が 郵 送 さ
れ る 。  

②  市 の 窓 口 で 交 付 を 受 け る 方
の 本 人 確 認 ※ 3 を 行 っ た 後 、

カ ー ド が 交 付 さ れ る 。  
 

手 数 料  
初 回 交 付 ： 無 料  
再 交 付  ： 500円  

初 回 交 付 ： 無 料  
再 交 付  ： 800円  

初 回 交 付 ： 5 0 0 円  
再 交 付  ： 5 0 0 円  

有 効 期 間  な し  
発 行 日 か ら 1 0 回 目 の 誕 生 日 ま で  
（ 2 0 歳 未 満 は 5 回 目 の 誕 生 日 ま で ） 

発 行 日 か ら 1 0 年 間  

用   途  

・ 手 続 等 で マ イ ナ ン バ ー を 確

認 す る 際 に 利 用  
（ 本 人 確 認 を 要 す る 際 は 、別 途

顔 写 真 付 き の 身 分 証 を 提 示 ）  

 

・ 身 分 証 と し て の 利 用  
・公 的 個 人 認 証 サ ー ビ ス の 利 用  

 （ 初 回 無 料 ／ 再 登 録 2 0 0 円 ）  
・手 続 等 で マ イ ナ ン バ ー を 確 認

す る 際 に 利 用  

 

・ 身 分 証 と し て の 利 用  
・ 公 的 個 人 認 証 サ ー ビ ス の 利 用  

 （ 初 回 5 0 0 円 ／ 再 登 録 5 0 0 円 ） 
 

 

 

返   納  
個 人 番 号 カ ー ド の 交 付 を 受 け

る 場 合 は 返 納  
 

個 人 番 号 カ ー ド の 交 付 を 受 け る

場 合 は 返 納  

※ 1  基 本 ４ 情 報 … 住 所 ・ 氏 名 ・ 性 別 ・ 生 年 月 日  
※ 2 J-LIS     … 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構  

※ 3本 人 確 認  … 窓 口 に 来 た 人 を 証 明 す る 資 料 と し て 、 身 分 証 明 書 が 必 要 で す 。  

申 請 時 ： 官 公 署 発 行 の 顔 写 真 付 き 身 分 証 明 書 （ 運 転 免 許 証 や 旅 券 等 ） を 1 点 及 び そ れ 以 外 の 身 分 証 明 書 を 1 点  

交 付 時 ： 官 公 署 発 行 の 顔 写 真 付 き 身 分 証 明 書 （ 運 転 免 許 証 や 旅 券 等 ） を 1 点 又 は そ れ 以 外 の 身 分 証 明 書 を 2 点  

  

流 山 市 長  

流 山 市 長  

統 合  
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５ 各カードの交付期間  

 

平成 27年 10月 平成 28年 1月 

通知カード交付 

（ 全 住 民 ）  
交 付 （ 出 生 等 の 都 度 ）  

個人番号カード交付 

（ 申 請 者 の み ）  

住基カード交付 

（ 申 請 者 の み ） 交付から１０年間有効 

（個人番号カードを取得したら返納） 
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